
 荒川上流河川事務所 荒川上流流域タイムライン(全体版) 資料４－２

東京管区気象台 関東地整 熊谷地方気象台
荒川上流

河川事務所
荒川洪水予報区

自治体
入間川洪水予報

区自治体
関係事務所

(直轄)
埼玉県

（河川部局）
東京都

（河川部局）
水資源
機構

住民

上尾市、和光市、朝霞
市、志木市、さいたま
市、ふじみ野市、三芳
町、伊奈町、新座市、春
日部市、越谷市、三郷
市、吉川市、松伏町、蓮
田市、白岡市、川越市、
川島町、東松山市、熊
谷市、吉見町、北本市、
桶川市、寄居町、深谷
市、羽生市、加須市、行
田市、久喜市、鴻巣市、
幸手市、杉戸町、宮代
町

川越市、川島町、鳩山
町、東松山市、坂戸市、
毛呂山町、吉見町、朝
霞市、志木市、和光市、
富士見市、さいたま市、
ふじみ野市、鶴ヶ島市

氾
濫
発
生

・1日後に台風が荒川・入間
川に影響する恐れ
・1日後に大雨が予想され荒
川・入間川に影響する恐れ
・大雨注意報の発表（災害が
起こる恐れ）

・水防団待機水位超過
　熊谷水位観測所3.00m
　治水橋水位観測所7.00m
　小ヶ谷水位観測所2.00m
　菅間水位観測所7.00m
　入西水位観測所2.00m
  八幡橋水位観測所3.00m
　野本水位観測所2.00m
  坂戸水位観測所1.00m

・氾濫注意水位超過
　熊谷水位観測所3.50m
　治水橋水位観測所7.50m
　小ヶ谷水位観測所2.50m
　菅間水位観測所8.00m
　入西水位観測所3.00m
　八幡橋水位観測所3.50m
　野本水位観測所3.50m
　坂戸水位観測所1.50m

・避難判断水位超過
　熊谷水位観測所5.00m
　治水橋水位観測所12.80m
　小ヶ谷水位観測所2.90m
　菅間水位観測所11.50m
　入西水位観測所3.00m
　八幡橋水位観測所3.60m
　野本水位観測所4.50m
　坂戸水位観測所2.80m

・氾濫危険水位超過
　熊谷水位観測所5.50m
　治水橋水位観測所13.30m
　小ヶ谷水位観測所3.30m
　菅間水位観測所12.00m
　入西水位観測所3.20m
　八幡橋水位観測所4.20m
　野本水位観測所5.00m
　坂戸水位観測所3.40m

・氾濫発生
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状況

・2～３日後に台風が荒川・入
間川に影響する恐れ
・2～3日後に大雨が予想さ
れ荒川・入間川に影響する
恐れ
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気象情報

WEB会議ツールによる危機感共有会議※１

関東地整・東京管区気象台

合同会見

気象情報

避難判断水位超過の恐れ（WEB会議ツールor電話）※２

関東地整・東京管区気象台

合同会見

注意体制 注意体制

【注意事項等】

※１：都県単位で実施。

※2：適宜、避難判断水位超過、氾濫危険水位超過の恐れが予測された場合、必要により事務レベルでWEB会議ツールを活用or電話により、情報共有を実施。

特定区間危険

箇所資料準備

水防警報（待機）

水防警報（準備）

個別対応箇所

事前調整

施設操作

水防警報（出動）

氾濫注意情報（入間川）

警戒体制 警戒体制

水防警報（指示）

氾濫警戒情報（荒川）

氾濫警戒情報（入間川）

高齢者等避難発令

ダム事前放流

ダム放流通知

特定区間危険

箇所資料

本省提出

氾濫する可能性のある水位到達の恐れ

（WEB会議ツールor電話）※２

氾濫危険情報（荒川）

氾濫危険情報（入間川）

氾濫危険水位超過（WEB会議ツールor電話）※２

避難指示発令

非常体制 非常体制

緊急速報メール

緊急速報メール

氾濫発生（WEB会議ツールor電話）※２

緊急安全確保

記者発表

緊急速報メール

緊急速報メール

WEB会議ツールによる危機感共有会議※１

氾濫危険水位超過の恐れ（WEB会議ツールor電話）※２

【凡例】

： とるべき行動

： 適宜、実施する行動

： 情報伝達の流れ

： 情報を受信する機関

氾濫発生情報（荒川）

氾濫注意情報（荒川）

氾濫発生情報（入間川）


